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１月21日〜２月21日

理
事
・
評
議
員
合
同
会
議
を
開
催 

「
総
合
的
な
子
育
て
支
援
策
に
関
す
る
決
議
」を
決
定

１
月
26
日
、
全
国
都
市
会
館
に
お
い
て
理
事
・
評
議
員

合
同
会
議
を
開
催
し
た
。

逢
坂
・
総
務
大
臣
政
務
官
か
ら
「
平
成
23
年
度
地
方
税

財
政
な
ど
に
つ
い
て
」
の
講
演
に
続
き
、
平
成
23
年
度
国

の
施
策
及
び
予
算
に
関
す
る
提
言
、
諸
会
議
の
開
催
状
況

等
に
つ
い
て
報
告
を
行
っ
た
。

次
い
で
、「
総
合
的
な
子
育
て
支
援
策
に
関
す
る
決
議

（
案
）」
に
つ
い
て
、
副
会
長
の
中
野
・
小
牧
市
長
か
ら
提

案
理
由
説
明
が
行
わ
れ
、
審
議
の
結
果
、
こ
れ
を
原
案
の

と
お
り
決
定
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
23
年
度
全
国
市
長
会
予
算（
案
）及
び
第

81
回
全
国
市
長
会
議
開
催
要
領
（
案
）
に
つ
い
て
協
議
し
、

こ
れ
ら
を
原
案
の
と
お
り
決
定
し
た
。

さ
ら
に
、
新
た
な
副
会
長
に
、
四
国
支
部
か
ら
推
薦
の

野
志
・
松
山
市
長
を
選
出
し
た
。

［
企
画
調
整
室
］

「
社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号
制
度
に
つ
い
て
の 

基
本
方
針
の
策
定
に
関
す
る
意
見
」を 

与
謝
野
・
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
担
当
大
臣
に
提
出

本
会
の
共
通
番
号
制
度
等
に
関
す
る
検
討
会
（
座
長
：

森
・
富
山
市
長
）は
、
１
月
27
日
、「
社
会
保
障
・
税
に
関

わ
る
番
号
制
度
に
つ
い
て
の
基
本
方
針
の
策
定
に
関
す

る
意
見
」
を
社
会
保
障
・
税
に
関
わ
る
番
号
制
度
に
関
す

る
実
務
検
討
会
座
長
の
与
謝
野
・
社
会
保
障
・
税
一
体
改

革
担
当
大
臣
に
提
出
し
た
。

意
見
で
は
、
政
府
に
お
い
て
今
月
中
に
策
定
予
定
の
基

本
方
針
に
つ
い
て
、
①
こ
れ
ま
で
当
会
が
提
出
し
た
意
見

等
を
十
分
踏
ま
え
た
も
の
と
す
る
こ
と
、
②
番
号
の
利
用

範
囲
に
つ
い
て
は
幅
広
い
行
政
分
野
で
利
用
す
る
中
間

整
理
に
お
け
る
C
案
と
し
、
そ
の
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
、
③
番
号
は
国
の
責
任
に
お
い
て
付
番
及
び
管
理
を

行
い
、
効
率
性
、
費
用
面
か
ら
も
住
民
票
コ
ー
ド
と
の
連

携
な
ど
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
活

用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
、
④
国
と
地
方
公
共
団

体
と
の
協
議
機
関
を
設
置
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
な
ど
を
要
請
し
て
い
る
。

［
行
政
部
］

「
豪
雪
被
害
に
関
す
る
緊
急
提
言
」を
提
出

２
月
４
日
、
全
国
雪
寒
都
市
対
策
協
議
会
（
会
長
：
山

岸
・
勝
山
市
長
）
は
、
各
地
で
豪
雪
に
よ
る
被
害
が
発
生

し
て
い
る
こ
と
を
受
け
、
総
務
省
、
国
土
交
通
省
、
農
林

水
産
省
な
ど
に
対
し
、「
豪
雪
被
害
に
関
す
る
緊
急
提
言
」

を
提
出
し
た
。

緊
急
提
言
で
は
、
地
域
住
民
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
確

保
、
市
町
村
道
除
雪
費
へ
の
臨
時
特
例
措
置
の
適
用
、
特

別
交
付
税
に
よ
る
措
置
の
充
実
、
農
林
水
産
業
や
中
小
企

業
に
対
す
る
支
援
措
置
、
高
齢
者
世
帯
等
へ
の
支
援
策
を

求
め
て
い
る
。 

［
経
済
部
］

「
総
務
大
臣
・
地
方
六
団
体
会
合
」に 

森
・
富
山
市
長
が
出
席
し
、
地
方
自
治
法
の 

一
部
改
正
法
案
等
に
つ
い
て
意
見
交
換

「
総
務
大
臣
・
地
方
六
団
体
会
合
」が
、
２
月
７
日
総
務

省
内
に
お
い
て
開
催
さ
れ
、
総
務
省
か
ら
は
片
山
総
務
大

臣
ほ
か
政
務
三
役
が
、
地
方
六
団
体
か
ら
は
本
会
副
会
長

の
森
・
富
山
市
長
を
は
じ
め
各
団
体
の
会
長
等
が
出
席
し
、

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
法
案
等
に
つ
い
て
意
見
交
換
を

行
っ
た
。

森
・
富
山
市
長
か
ら
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に

つ
い
て
は
、
本
会
が
昨
年
12
月
に
提
出
し
た
意
見
が
ほ
と

ん
ど
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。
改
め
て
意
見
を
提
出
予
定
で

あ
る
と
し
た
う
え
で
、
主
要
な
も
の
と
し
て
、
①
市
町
村

の
一
般
選
挙
後
等
、
議
長
が
い
な
い
場
合
に
都
道
府
県
知

事
が
臨
時
会
を
招
集
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で

当
該
地
方
公
共
団
体
内
で
完
結
す
る
制
度
と
す
べ
き
こ

と
、
②
地
方
税
の
賦
課
徴
収
等
を
直
接
請
求
の
対
象
と
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
や
国
民
健
康
保
険
料
の
引

下
げ
の
乱
発
や
政
争
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
る
懸
念
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
更
に
慎
重
な
検
討
を
行
う
こ
と
、
③
住
民

投
票
制
度
に
つ
い
て
は
、
住
民
投
票
の
結
果
の
効
力
は
い

つ
ま
で
及
ぶ
か
な
ど
更
に
十
分
な
議
論
を
行
う
べ
き
こ

と
、
④
専
決
処
分
が
議
会
で
不
承
認
と
な
っ
た
場
合
の
長

に
措
置
を
義
務
付
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
義
務
経
費
等

に
つ
い
て
、
削
除
議
決
等
の
場
合
と
制
度
面
で
問
題
が
あ

る
の
で
、
再
検
討
す
べ
き
こ
と
、
⑤
ま
た
、
今
回
の
改
正

案
に
入
っ
て
い
な
い
が
、
住
民
訴
訟
制
度
に
お
け
る
長
の

責
任
要
件
や
賠
償
額
等
の
制
限
に
つ
い
て
、
早
期
に
制
度

改
正
を
行
う
こ
と
を
要
請
し
た
。

ま
た
、
地
方
財
政
関
係
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
①
地
方

公
共
団
体
の
寄
付
金
等
の
禁
止
規
定
を
廃
止
し
、
代
わ
り

に
閣
議
決
定
等
に
よ
る
政
府
内
部
の
申
し
合
わ
せ
に
よ
る

制
限
と
い
う
動
き
が
あ
る
と
仄
聞
し
て
い
る
が
、
そ
の
実

効
を
担
保
す
る
に
は
法
律
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
、
②
地
方
債
に
係
る
協
議
制
度
の
見
直
し
に

つ
い
て
は
、
財
源
調
達
に
際
し
て
金
利
の
高
騰
が
生
じ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
市
場
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
る
こ

と
、
③
特
別
交
付
税
の
総
額
等
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
自

治
体
へ
の
財
政
支
援
が
後
退
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
な
ど
を
要
請
し
た
。

片
山
総
務
大
臣
か
ら
は
、
①
住
民
投
票
制
度
に
つ
い
て

は
、
自
治
体
に
強
制
す
る
の
で
は
な
く
、
選
択
の
幅
を
増

や
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
地
方
税
の
賦
課
徴
収
等
を
直

接
請
求
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
減
税
請
求
等

の
懸
念
は
分
か
る
が
、
最
終
的
に
は
議
会
で
決
め
る
も
の

で
あ
る
こ
と
、
③
一
般
選
挙
後
等
、
議
長
が
い
な
い
場
合

に
都
道
府
県
知
事
等
が
臨
時
会
を
招
集
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
な
い
こ
と
が
最
も
良
い

が
、
念
の
た
め
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
④
地
方
公
共

団
体
の
寄
付
金
等
の
禁
止
規
定
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
自

治
体
の
自
主
性
を
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
例
外
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
や
ぶ
さ
か
で
な
い
等
の

発
言
が
あ
っ
た
。

［
行
政
部
・
財
政
部
］
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森
会
長
が「
総
合
的
な
子
育
て
支
援
策
に
関
す
る 

決
議
」に
よ
り
、
枝
野
内
閣
官
房
長
官
、 

公
明
党
の
山
口
代
表
、
漆
原
国
会
対
策
委
員
長
に
要
請

２
月
14
日
、
森
会
長
は
枝
野
内
閣
官
房
長
官
、
公
明
党

の
山
口
代
表
、
漆
原
国
会
対
策
委
員
長
と
そ
れ
ぞ
れ
面
談

し
、
1
月
26
日
の
理
事
・
評
議
員
合
同
会
議
で
決
定
し
た

「
総
合
的
な
子
育
て
支
援
策
に
関
す
る
決
議
」等
に
つ
い
て

要
請
し
た
。

［
企
画
調
整
室
］

「
地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
の
廃
止
に
関
す
る
申
入
れ
」 

を
片
山
総
務
大
臣
等
に
提
出

２
月
16
日
、
本
会
は
、「
地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
の

廃
止
に
関
す
る
申
入
れ
」
を
片
山
総
務
大
臣
、
鈴
木
総
務

副
大
臣
及
び
逢
坂
総
務
大
臣
政
務
官
等
に
提
出
し
た
。

申
入
れ
で
は
、
地
方
議
会
議
員
年
金
制
度
廃
止
に
伴

い
、
都
市
自
治
体
で
は
多
額
の
予
算
措
置
が
必
要
と
な
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
首
長
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
や
十
分

な
説
明
の
な
い
ま
ま
、
昨
年
末
に
唐
突
に
予
算
計
上
を
求

め
た
こ
と
は
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
こ
と
、
当
該
制
度
の
積

立
金
が
枯
渇
す
る
こ
と
と
な
っ
た
主
な
要
因
は
、
国
主
導

の
合
併
推
進
運
動
に
よ
る
市
町
村
合
併
の
大
規
模
か
つ
急

速
な
進
展
に
伴
う
議
員
数
の
急
激
な
減
少
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
制
度
廃
止
に
伴
い
急
増
す
る
こ
と
と
な

る
費
用
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付
税
の
不
交
付
団
体
も
含

め
て
各
都
市
自
治
体
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
国
に
お
い
て
適
確
な
財
政
措
置
を
講
じ
ら

れ
る
こ
と
を
申
入
れ
た
。

［
行
政
部
］

「
行
政
救
済
制
度
検
討
チ
ー
ム
ヒ
ア
リ
ン
グ
」に 

石
垣
・
新
見
市
長
が
出
席
し
、 

行
政
不
服
申
立
制
度
の
改
革
方
針
に
つ
い
て 

意
見
陳
述

２
月
17
日
、
政
府
の
行
政
救
済
制
度
検
討
チ
ー
ム
は
、

全
国
市
長
会
、
全
国
知
事
会
及
び
全
国
町
村
会
等
か
ら

「
行
政
不
服
申
立
制
度
の
改
革
方
針
」に
関
し
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
行
い
、
本
会
か
ら
は
、
行
政
委
員
会
委
員
長
の
石
垣
・

新
見
市
長
が
出
席
し
た
。

  

石
垣
・
新
見
市
長
か
ら
は
、
本
会
と
し
て
検
討
を
行
っ

て
い
な
い
た
め
、
個
人
的
な
意
見
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、

①
今
回
の
見
直
し
に
お
い
て
は
、
個
別
法
の
見
直
し
を

含
め
、
行
政
不
服
申
立
制
度
全
体
に
つ
い
て
整
合
性
の

取
れ
た
、
国
民
に
解
り
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
検
討

す
る
こ
と
。

②
審
理
官
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
は
、
⒜
国
の
組
織
や
実

態
か
ら
の
み
で
は
な
く
、
地
方
の
組
織
や
実
態
を
踏
ま
え

た
検
討
を
す
る
こ
と
。
⒝
審
理
官
と
第
三
者
機
関
と
の
関

係
に
つ
い
て
、
新
見
市
の
事
例
を
紹
介
し
つ
つ
、
現
在
、

第
三
者
機
関
を
設
置
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

を
活
用
す
る
こ
と
が
よ
り
中
立
・
公
正
で
住
民
の
信
頼
も

得
や
す
い
の
で
、
敢
え
て
審
理
官
制
度
を
導
入
す
る
必
要

は
な
い
と
考
え
る
こ
と
。
⒞
ま
た
、
職
員
か
ら
任
用
す
る

場
合
の
専
門
性
等
の
点
で
の
懸
念
、
外
部
登
用
に
つ
い
て

は
、
弁
護
士
等
の
確
保
に
対
す
る
懸
念
等
を
指
摘
し
た
う

え
で
、
地
方
自
治
体
に
お
け
る
審
理
官
制
度
等
の
整
備
に

つ
い
て
は
、
規
模
や
不
服
申
立
て
の
実
績
等
で
区
分
す
る

こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
地
方
自
治
体
が
自
ら
の
判
断
で
選

択
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

③
個
別
法
と
審
査
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法

第
２
０
６
条
の
「
市
町
村
の
職
員
の
給
与
な
ど
の
給
付
に

関
す
る
処
分
」
等
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
に
審
査
請

求
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
例
を
示
し
つ
つ
、
市
町
村
の

自
治
事
務
に
対
す
る
都
道
府
県
知
事
の
裁
定
的
関
与
に
つ

い
て
は
、
地
方
分
権
、
地
域
主
権
改
革
の
趣
旨
か
ら
も
見

直
し
を
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

④
地
方
に
お
け
る
不
服
・
苦
情
の
申
出
を
広
く
受
け
付
け

る
新
た
な
仕
組
み
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
新
見
市
に
お
け

る
様
々
な
苦
情
・
相
談
に
関
す
る
事
例
を
紹
介
し
つ
つ
、

地
方
分
権
、
地
域
主
権
改
革
の
観
点
か
ら
も
地
方
の
創
意

工
夫
に
任
せ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
こ
と
と
し
た
う
え
で
、

⑤
こ
の
検
討
チ
ー
ム
で
取
り
ま
と
め
る
段
階
で
、
改
め

て
、
地
方
の
意
見
を
聞
く
機
会
を
設
け
る
こ
と
、
制
度
化

に
あ
た
っ
て
は
、
国
と
地
方
の
協
議
の
場
に
お
い
て
地
方

と
十
分
協
議
さ
れ
る
こ
と
な
ど
の
意
見
を
述
べ
た
。

［
行
政
部
］

衆
議
院
予
算
委
員
会
に
社
会
文
教
委
員
長
の 

倉
田
・
池
田
市
長
が
参
考
人
と
し
て
出
席

衆
議
院
予
算
委
員
会
が
２
月
18
日
に
開
催
さ
れ
、
本
会

を
代
表
し
て
社
会
文
教
委
員
長
の
倉
田
・
池
田
市
長
が
出

席
し
、
子
ど
も
手
当
に
つ
い
て
意
見
陳
述
を
行
っ
た
。
同

市
長
は
、
特
に
①
法
案
が
成
立
し
な
い
場
合
、
旧
児
童
手

当
法
が
復
活
し
、
非
常
事
態
と
な
る
。
所
得
把
握
、
シ
ス

テ
ム
改
修
、
予
算
の
組
み
替
え
等
を
行
う
必
要
が
生
じ
、

６
月
支
給
が
困
難
に
な
る
。
②
仮
に
、
国
会
の
ね
じ
れ
現

象
に
よ
り
、
支
給
事
務
が
停
滞
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場

合
、
最
終
的
に
は
、
全
く
責
任
の
な
い
基
礎
自
治
体
が
住

民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
負
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
住

民
や
自
治
体
の
現
場
に
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
与
野
党
間
で
十
分
協
議
し
、
最
大
限
の
努
力
を
さ
れ

た
い
等
の
強
い
要
請
を
行
っ
た
。

［
社
会
文
教
部
］

『「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

（
概
要
）」等
に
対
す
る
意
見
』を 

片
山
総
務
大
臣
等
に
提
出

２
月
18
日
、
総
務
省
か
ら
情
報
提
供
の
あ
っ
た
「
地
方

自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
概
要
）」
等
に
対
す

る
意
見
を
、
片
山
総
務
大
臣
等
に
提
出
し
た
。

  

意
見
で
は
、
昨
年
12
月
に
本
会
が
提
出
し
た
『「
地
方
自

治
法
抜
本
改
正
に
つ
い
て
の
考
え
方
（
平
成
22
年
）」（
仮

称
）（
案
）』に
対
す
る
意
見
が
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
こ
と
等
を
表
明
し
、
①
一
般
選
挙

後
等
の
臨
時
会
の
招
集
権
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
場
合
に

都
道
府
県
知
事
が
招
集
す
る
と
い
う
制
度
は
認
め
ら
れ

ず
、
当
該
地
方
公
共
団
体
内
で
完
結
さ
せ
る
制
度
と
す
べ

き
こ
と
、
②
専
決
処
分
が
不
承
認
と
な
っ
た
場
合
の
長
の

措
置
に
つ
い
て
は
、
処
分
の
効
力
等
の
疑
問
点
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
非
常
災
害
応
急
施
設
の
経
費
等
に
係

る
再
議
制
度
と
の
関
係
か
ら
再
検
討
す
べ
き
こ
と
、
③
解

散
・
解
職
の
請
求
の
署
名
数
要
件
の
緩
和
、
地
方
税
の
賦

課
徴
収
等
に
係
る
条
例
制
定
・
改
廃
請
求
、
住
民
投
票
制

度
、
及
び
国
等
に
よ
る
違
法
確
認
訴
訟
制
度
に
つ
い
て

は
、
さ
ら
に
引
き
続
き
慎
重
な
検
討
を
す
べ
き
で
あ
る
こ

と
、
④
住
民
訴
訟
に
お
け
る
首
長
等
の
賠
償
責
任
に
つ
い

て
は
、
責
任
要
件
の
限
定
・
賠
償
額
の
制
限
の
早
期
実
現

を
図
る
こ
と
、
⑤
地
方
公
共
団
体
の
寄
附
金
等
の
禁
止
規

定
の
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
国
と
地
方
の
財
政
秩
序
を
確

保
す
る
た
め
の
担
保
措
置
を
講
じ
る
べ
き
こ
と
を
申
し
入

れ
て
い
る
。

［
行
政
部
］

Mayors'  Action Mayors'  ActionMayors'  Action Mayors'  Action

石垣・新見市長

倉田・池田市長

森会長と枝野内閣官房長官
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